
第４次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画の概要 

 

１ 計画の概要 

一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、各市町村において策定する計

画である。 

本計画は、ごみの適正処理及び減量・資源化に関する「ごみ処理基本計画」と、生活排水の適正処理に関す

る「生活排水処理基本計画」で構成し、本市においては、「ごみ処理基本計画」を食品ロス削減推進法第13条

に定められた「市町村食品ロス削減推進計画」を兼ねるものとして策定している。 

 

２ 計画の目的 

第３次一般廃棄物処理基本計画期間における社会情勢の変化、国の法整備や計画策定、本市の経過を踏ま

え、第４次一般廃棄物処理基本計画は、これまでのごみ処理の進捗を評価し、現在本市が直面している課題を

整理した上で、環境及び市民をはじめとする各主体にとって負荷の少ない、適正かつ持続可能な廃棄物処理に

向けた方針を明確にすべく策定するものである。 

 

３ 計画期間 

令和８年度（2026年度）から令和17年度（2035年度）までの10年間とする。 

 

４ ごみ処理基本計画の概要 

 ⑴ 基本理念 

     
 

 ⑵ 基本方針、施策の展開 

   
   ※基本方針３を食品ロス削減推進計画として位置付け 

     

  

「ゼロ・ウェイストかまくら」の実現を目指して～モノを大切にして 心豊かな生活を～ 



 ⑶ 計画の目標 

指標 基準年度実績値[R5] 目標値[R17] 

ごみと資源物の排出量 53,894t  50,767t 

資源化率 58.5％  73.3％ 

焼却量 22,484t  10,190t 

温室効果ガス排出量 8,274t-CO₂  3,750t-CO₂ 

 

５ 生活排水処理基本計画 

 ⑴ 基本理念 

    
 

 ⑵ 基本方針 

     
 

 ⑶ 計画の目標 

 

 

 

 

６ 策定のポイント 

指標 基準年度実績値[R6] 目標値[R17] 

生活排水処理率 93.3％  93.9% 

地域住民の理解と協力のもとに、公共下水道による処理を基本とし、より快適で 

豊かな水環境を創出できるよう努めることとします。 

・ごみの広域処理： 

 令和７年度（2025年度）から広域処理に移行した体制で安定的な処理を推進 

 未定となっている令和17年（2035年）以降の処理体制を第４次計画期間内に検討 

・新たな資源化：生ごみ、紙おむつの資源化の実現を目指して引き続き検討 

・プラごみ対策： 

 国の方向性を踏まえ、市民や民間事業者等と連携したプラスチックごみ対策を推進 

・地球温暖化対策：関連計画とともに施策を推進し、ごみ処理に伴う環境負荷を削減 


